
 

 

給水開始（変更）申請書 

 

給水栓所在地    島根県飯石郡飯南町    

 

給 水 開 始 日          令 和   年   月   日 

 

用 途          家 事 用      官 公 署      学 校 用      営 業 用     

          町 施 設      供 用      臨 時 用     

 

料金納付方法    納税組合（     ） 納付書納付  口座引落 

※ 口座引落を希望される方は役場までご連絡下さい。 

  上記のとおり給水開始を申請します。なお、給水に対し借り受けた量水器 

 （口径   ㎜ 番号     ）は使用中確かに保管し、万一亡失毀損し 

 たときは、御指定の弁償金を納付します。 

 

飯南町長   様 

 

            申 請 者     住 所    

                氏 名                   

                 電 話（   －   －     ） 

           （変更前納付義務者名：            ） 

＊ 納付義務者の変更を希望される場合、申請者の欄に新しい納付義務者の方の名前を 

記入してください。また、変更前の納付義務者の方の名前も記入をお願いします。 

基 本 番 号  装 置 番 号  

量 水 器 口 径  検 針 順 路  

量 水 器 番 号  

水 道 名  量 水 器 表 示  

量 水 器 満 期  

備 考  

課長 補佐 係 合 議 

    



 

課 長 補 佐 係 合 議 

    

 

給 水 廃 止 申 請 書            

 

給水栓所在地   島根県飯石郡飯南町 （        ） 

 

給 水 廃 止 日         令 和   年   月   日 

 

 

上記のとおり給水を廃止したいので申請します。 

 

令 和  年  月  日 

 

飯南町長   様 

 

          申 請 者     住 所    

               氏 名                    

                電 話（    －    －    ） 

基 本 番 号  装 置 番 号  

量 水 器 口 径  検 針 順 路  

量 水 器 番 号  

水 道 名 

 

 

 

量 水 器 表 示  

量 水 器 満 期  

備 考  

※水道料金を口座引落にされている方は、給水廃止後も２ヶ月間は口座を残し

て置いて下さい。（廃止をされた奇数月、翌奇数月に口座より引落） 

 


